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指 定 書

国住参建第141 3-2 号

令和7年6月10日

タンレイ工業株式会社

代表取締役社長 高橋直之様

国土交通大臣 冒
℃
芭
委
員

爪ぃ
戸ロ

口
冒り

洋野中

下記の建築基準法第37条第二号の国土交通大臣の認定を受けた鋼材等に係る許容応力

度等の基準強度について、 平成1 2年建設省告示第2464号第一第二号、 第二第二号、 第三

第二号及び第四第二号の規定に基づき、 下記の通り数値を指定する。

記

1. 認定番号

MSTL-0619 

2 . 認定をした構造方法等の名称

鉄骨梁貫通孔補強に用いる鍛造品鋼材RF490tk

3. 指定する数値

許容応力度の某準蜘文
325N!皿n2

溶接部の許容応力度の基準強度
325N/mm2 

材料強度の某準強度

溶接部の材料脚文の柚準強度

325N/mm2 

（上記の数値の1.1倍以下まで(}))..kil(O

325N/mm2 

(I::.記の数値のI.I倍以下までの数血

（注意）この指定書は、 大切に保存しておいてください。
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圭刃
n心‘ 定 書

国住参建第1554号

令和7年9月11日

東洋産業株式会社

代表取締役社長 加藤雄二様

国土交通大臣 中野洋芦爪只冒

言［
下記の構造方法等については、 建築基準法第68条の25第1項（同法第88条第1項にお

いて準用する場合を含む。）の規定に基づき、 同法第37条第二号の規定に適合するもので

あることを認める。

記

1. 認定番号
MSTL-0626 

2. 認定をした構造方法等の名称

鉄骨梁貫通孔補強に用いる鍛造品鋼材RF490ts

3. 認定をした構造方法等の内容

別添の通り

一

（注意）この認定書は、 大切に保存しておいてください。
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指 定 書

国住参建第155 4-2号
令和7年9月11日

東洋産業株式会社
代表取締役社長加藤雄二様

国土交通大臣 中野洋］冒
胃

讐屑

雪憂
下記の建築基準法第37条第二号の国土交通大臣の認定を受けた鋼材等に係る許容応力

度等の基準強度について、平成12年建設省告示第24 64号第一第二号、第二第二号、第三
第二号及び第四第二号の規定に基づき、下記の通り数値を指定する。

記

1.認定番号
MSTL-0626 

2.認定をした構造方法等の名称
鉄骨梁貫通孔補強に用いる鍛造品鋼材RF490ts

3.指定する数値

...... 

許容応力度の基準強度
325N/皿n

2

溶接部の許容応力度の基準強度 325N/mm
2 

材料強度の基準強度

溶接部の材料強度の基準強度

325N/mm2 

(J北の数i：靱のI.I倍以Fまでの郡而

325N/mm
2 

(lゴ記の数僚0)1.1倍以下までの数値）

（注意）この指定書は、大切に保存しておいてください。
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定 書

国住参建第22 52号

令和7年11月12日

株式会社メタルア ー ト

代表取締役社長 友岡 正明様

国土交通大臣 金子 恭之

下記の構造方法等については、 建築基準法第68条の25第1項（同法第88条第1項にお

いて準用する場合を含む。）の規定に基づき、 同法第37条第二号の規定に適合するもので

あることを認める。

記

1. 認定番号

MSTL-0630 

2. 認定をした構造方法等の名称

鉄骨梁貰通孔補強に用いる鍛造品鋼材SF490m

3. 認定をした構造方法等の内容

別添の通り

（注意）この認定書は、 大切に保存しておいてください。

令和7年10月1日より大臣印の押印が廃止されております。
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指 定 書

国住参建第 2252-2号

令 和7年11月1 2日

株式会社メタルア ー ト

代表取締役社長 友岡 正明様

国土交通大臣 金子 恭之

下記の建築基準法第37条第二号の国土交通大臣の認定を受けた鋼材等に係る許容応力

度等の基準強度について、 平成12年建設省告示第246 4号第一第二号、 第二第二号、 第三

第二号及び第四第二号の規定に基づき、 下記の通り数値を指定する。

記

1. 認定番号
MSTL-0630 

2. 認定をした構造方法等の名称

鉄骨梁貫通孔補強に用いる鍛造品鋼材SF490m

3. 指定する数値

許容応力炭の基準強度
325N/nun2 

溶接部の許容応力度の某準強度
325N/nnn2 

材料強度の基準強渡

溶接部の材料強度の基準強度

325N/n11n2 

（上記の数値(/)I.I倍以下までの数鋤

325NIlll1酎
（上記の切即）I.I倍以下までの数齢

（注意）この指定書は、 大切に保存しておいてください。

令和7年10月1日より、 大臣印の押印が廃止されております。
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